
Referendum ordinance

県議会議員と語り合う集い
―浜岡原発再稼動の是非を問う県民投票条例について―

　浜岡原発再稼動の是非を問う県民投票条例制定の確定署名数は、全県下で
165,127 筆（全有権者の 5.36％）に達しました。みなさま、本当にありがとう
ございました。
　県民投票の実現には、県議会での条例案可決が必要になります。
　そこで、署名に込められた区民、県民の声を生かして、原発県民投票を実現
するために、駿河区と葵区選出の県議会議員と県民投票条例について語り合う
集いを下記のように企画いたしました。
　ご家族やご友人、ご近所の方々をお誘いのうえ、ぜひご参加ください。

     

[日　　時]　   ９月１５日（土） 
　　　　　 開場：午後６時　開会：午後６：３０～８：３０

[場　　所]　     静岡県男女共同参画センター  あざれあ  大ホール
　　　　　　               ( 静岡市駿河区馬淵１丁目17-1   ℡054-250-8147)　　　　　　　　　　

[出席議員]　     小長井 由雄 県議（民主党・ふじのくに県議団・葵区）
      鈴木　 智 　県議（民主党・ふじのくに県議団・駿河区）
      髙田  好  浩   県議（公明党静岡県議団・葵区）
      前林 孝一良 県議（公明党静岡県議団・駿河区）
         （五十音順、他の県議とも出席交渉中）

[入　  場]　     無料（カンパ歓迎）　　 どなたでも参加できます。　
 
[主　  催]      みんなで決めよう 原発県民投票静岡
［連 絡 先］ 　     長倉（℡ 090-3303-5343） 久保田（℡090-1470-2093）

みんなで決めよう

（駐車場はありません。  なお駐輪場は西隣にあります。）



  原 発 県 民 投 票 静 岡 N E W S 
 

住民投票条例制定を県に直接請求 

         原発県民投票静岡は、8月 27日、165,127名分の有効署名簿 

（段ボール箱 71箱）を県に提出し、浜岡原発の再稼動を問う県民投票条例制定 

の直接請求を行いました。 

当日は、県内各地から 47名 

の請求代表者と署名受任者、 

支持者が県庁に集まり、 

「ひとりの手」を歌い、 

県内各市・町の有効署 

名数を書いた紙を振って 

喜びを分かち合いました。 

 

川勝知事、原発県民投票に賛成 

川勝平太知事は、8月 27日の定例記者会見で、「16万人以上の有効署名は 

非常に大きく、尊重したい。原発問題は関心が高いテーマであり、県民が 

住民投票条例を求めているのなら、それを尊重 

するのが民主主義だ」と述べ、県議会に提出 

する条例案に賛成の意見を付ける意向を表明 

しました。これは 8月 22日に、幼い子ども 

を持つおかあさんたちが、知事に原発県民投 

票実現を求める手紙を届けるなど広範な人々 

を中心にした地道な運動の成果だといえます。 

これからも、各市町選出の県議への 

働きかけを強めるなど原発県民投票 

実現に向かって、いっそう力強く進 

んでいきましょう。 

 

 

知事の秘書に手紙を渡す 

こどもとおかあさんの手紙 


